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社
会
経
済
情
勢
は
、
各
種

政
策
の
効
果
も
あ
っ
て
、
少

し
ず
つ
経
済
の
好
循
環
が
実

現
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
海

外
経
済
の
不
確
実
性
等
の
影

響
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
、

企
業
収
益
の
増
収
や
納
税
義

務
者
数
の
増
加
等
に
伴
う
町

民
税
の
増
額
に
よ
り
、
町
税

全
体
で
の
増
額
を
見
込
ん
で

お
り
ま
す
が
、
依
然
と
し
て

不
安
定
な
状
況
に
あ
る
こ
と

は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
人

口
の
増
加
と
と
も
に
成
長
の

続
く
ま
ち
で
あ
り
続
け
る
た

め
に
、
新
年
度
に
お
き
ま
し

て
は
、
町
民
の
安
全
安
心
や

障
害
の
あ
る
方
、
高
齢
者
等

へ
の
対
応
に
も
配
慮
し
つ

つ
、
北
部
中
学
校
の
校
舎

増
築
を
始
め
と
す
る
子
育

て
・
教
育
基
盤
の
整
備
を
重

点
的
に
行
い
、
町
の
将
来
像

「
み
ん
な
で
つ
く
る
元
気
な

幸
田
」
の
実
現
に
向
け
、
全

力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

会　

期

　
　

３
月
２
日
か
ら
29
日
ま
で

議　

案

　
　

平
成
30
年
度
の
一
般
会
計

を
始
め
、
９
会
計
の
当
初
予

算
と
、
平
成
29
年
度
補
正
予

算
、
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
１
件
、
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
改
正
、
消
防
団

員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

の
一
部
改
正
な
ど
、
27
議
案

が
上
程
さ
れ
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
同
意
、可
決
し
た
。

施
政
方
針

　
　

初
日
、
町
長
か
ら
平
成
30

年
度
予
算
の
大
要
と
施
政

方
針
が
表
明
さ
れ
た
。

予
算
特
別
委
員
会

　
　

予
算
審
議
は
、
特
別
委
員

会
を
設
置
し
、
慎
重
審
議
の

結
果
、い
ず
れ
も
可
決
し
た
。

一
般
質
問

　
　

５
人
の
議
員
が
町
政
全
般

に
わ
た
り
、
問
題
を
た
だ
し

た
。

　

平
成
30
年
４
月
か
ら
、
国
民

健
康
保
険
制
度
の
、
運
営
見
直

し
で
、県
が
財
政
運
営
を
担
う
。

Ｑ　

県
単
位
化
に
伴
い
、
提

示
さ
れ
る
標
準
保
険
料
率

を
採
用
し
た
の
か
。

Ａ　

標
準
保
険
料
率
は
参
考
と

し
、資
産
割
額
を
廃
止
し
た
。

Ｑ　

資
産
割
額
の
廃
止
に
よ
る

減
収
分
は
。

Ａ　

廃
止
に
伴
う
減
収
分
は
、

約
６
０
０
０
万
円
、
所
得

割
・
均
等
割
・
平
等
割
に
振

り
分
け
る
。

Ｑ　

１
人
当
り
の
課
税
額
は
、

据
え
置
き
か
、
増
額
か
。

Ａ　

所
得
、
家
族
構
成
に
よ
り

課
税
額
が
変
わ
る
が
、
据
え

置
き
と
な
る
よ
う
に
税
率

は
設
定
し
た
。

（
反
対
２
賛
成
13
で
可
決
）

〜
県
一
本
化
に
〜

国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
制
度

　
　
　
　
　
　

変
わ
る※記載内容・レイアウト等については、

変更になる可能性があります。

3
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

平
成
30
年
度
当
初
予
算

追
跡

住
民
の
声
を
聞
く

あ
い
・
ら
ぶ
・
マ
イ
タ
ウ
ン

注
目
事
業
・
予
算
審
議

一
般
質
問

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

定

あ

例

ら

会

ま

の

し

３月

町
長
施
政
方
針



「げんきかい」で健康体操の講習
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平
成
30
年
度
か
ら
平
成
32
年

ま
で
の
、
保
険
料
率
を
改
正
。

Ｑ　

基
準
月
額
が
２
０
０
円
増

額
す
る
が
。

Ａ　

高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、

介
護
保
険
事
業
も
増
加
す

る
た
め
。

Ｑ　

低
所
得
者
へ
の
対
応
は
。

Ａ　

引
き
続
き
、
状
況
を
見
な

が
ら
検
討
す
る
。

（
反
対
２
賛
成
13
で
可
決
）

　

損
害
補
償
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
補
償
基
礎
額
の
見
直
し
。

Ｑ　

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係

る
損
害
補
償
の
対
象
範
囲

は
。

Ａ　

災
害
時
、
現
場
活
動
の
民

間
協
力
者
も
含
む
。

Ｑ　

公
務
と
さ
れ
る
内
容
は
。

Ａ　

消
防
活
動
、
訓
練
、
作
業

な
ど
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

　

担
任
す
る
事
務
に
係
る
規
定

の
変
更
、
組
織
の
見
直
し
に
必

要
が
あ
る
。

Ｑ　

７
市
１
町
と
は
。

Ａ　

岡
崎
、
安
城
、
刈
谷
、
知

立
、
西
尾
、
碧
南
、
高
浜
の

７
市
と
幸
田
町
で
あ
る
。

Ｑ　

組
織
の
見
直
し
で
ど
う
変

わ
る
の
か
。

Ａ　

基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

運
動
施
設
は
、
敷
地
面
積
の

割
合
を
１
０
０
分
の
50
に
定
め

る
。

Ｑ　

町
の
施
設
で
該
当
す
る
公

園
は
。

Ａ　

幸
田
中
央
公
園
、
幸
田
深

溝
運
動
場
、
と
ぼ
ね
運
動

場
、
幸
田
公
園
の
４
公
園
で

あ
る
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

　

道
路
整
備
に
伴
い
、
19
路
線

を
認
定
し
、
11
路
線
を
廃
止
す

る
。

Ｑ　

町
道
認
定
の
基
準
は
。

Ａ　

「
幸
田
町
土
木
工
事
実
施

要
綱
」
の
中
で
、
規
定
し
て

い
る
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

一
般
会
計

　

３
億
１
６
２
２
万
円
減
額

第
７
期
介
護
事
業
が

ス
タ
ー
ト

西
三
河
地
方
教
育

事
務
協
議
会
規
約
の

一
部
変
更

町
道
路
線
の
認
定

及
び
廃
止

都
市
公
園
条
例
の

一
部
改
正

歳
入
（
主
な
も
の
）

　

ふ
る
さ
と
寄
附
金　

４
億
円

　

町
債　

１
億
２
５
０
０
万
円

　
　
　

減
額

歳
出
（
主
な
も
の
）

　

ふ
る
さ
と
寄
附
業
務
委
託
料

　

２
億
円

Ｑ　

ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
使
途

は
。

Ａ　

多
世
代
交
流
施
設
（
豊
坂

ほ
っ
と
館
）
な
ど
に
充
当

　

町
民
会
館
施
設
修
繕
工
事
費

　

１
億
１
０
０
０
万
円

　
　
　

減
額

3
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

平
成
30
年
度
当
初
予
算

追
跡

住
民
の
声
を
聞
く

あ
い
・
ら
ぶ
・
マ
イ
タ
ウ
ン

注
目
事
業
・
予
算
審
議

一
般
質
問

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

議
案
審
議

消
防
団
員
等

公
務
災
害
補
償

条
例
の
一
部
改
正

平
成
29
年
度

最
終
補
正
予
算

    

繰
越
明
許

　

※
繰
越
明
許
の
内
訳

　

測
量
及
び
工
作
物
収
去
移
転

実
施
設
計
業
務
委
託
事
業　

９
８
４
万
円

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

    

人
事
案
件

教
育
委
員
会
委
員

　

山や
ま

下し
た

英ひ
で

雄お

氏
（
幸
田
区
）

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

段階
区分 改正後 改正前

第1
23,220円

減額賦課に係るものは
 20,640円

22,140円
減額賦課に係るものは

 19,680円

第2 36,120円 34,440円

第3 38,700円 36,900円

第4 43,860円 41,820円

第5 51,600円 49,200円

第6 59,340円 56,580円

第7 67,080円 63,960円

第8 77,400円 73,800円

第9 79,980円 76,260円

第10 92,880円 88,560円

第11 98,040円 93,480円

保険料の改正

※
繰
越
明
許
と
は
、
翌
年

度
に
繰
り
越
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
経
費

（年額）


